
 四日市市建築基準法等関係手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成２７年３月２３日 

四日市市長  田 中 俊 行   

 

四日市市条例第２２号 

四日市市建築基準法等関係手数料条例の一部を改正する条例 

第１条 四日市市建築基準法等関係手数料条例（平成１９年四日市市条例第１５号）

の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２２７条の規

定に基づき本市が徴収する建築基準法

（昭和２５年法律第２０１号。以下

「法」という。）、長期優良住宅の普

及の促進に関する法律（平成２０年法

律第８７号。以下「長期優良住宅普及

促進法」という。）、都市の低炭素化

の促進に関する法律（平成２４年法律

第８４号。以下「都市低炭素化促進

法」という。）、高齢者、障害者等の

移動等の円滑化の促進に関する法律

（平成１８年法律第９１号。以下「バ

リアフリー法」という。）及びマンシ

ョンの建替えの円滑化等に関する法律

（平成１４年法律第７８号。以下「マ

ンション建替え円滑化法」という。）

に関する事務の手数料について、別に

定めるもののほか必要な事項を定める

ものとする。 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２２７条の規

定に基づき本市が徴収する建築基準法

（昭和２５年法律第２０１号。以下

「法」という。）、長期優良住宅の普

及の促進に関する法律（平成２０年法

律第８７号。以下「長期優良住宅普及

促進法」という。）、都市の低炭素化

の促進に関する法律（平成２４年法律

第８４号。以下「都市低炭素化促進

法」という。）及び高齢者、障害者等

の移動等の円滑化の促進に関する法律

（平成１８年法律第９１号。以下「バ

リアフリー法」という。）に関する事

務の手数料について、別に定めるもの

のほか必要な事項を定めるものとす

る。 



  

（法の規定に基づく手数料の種類及び

額） 

（法の規定に基づく手数料の種類及び

額） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２から４まで （略） ２から４まで （略） 

５ 法又はマンション建替え円滑化法の

規定に基づく許可、認定及び承認の申

請に対する審査に係る手数料の種類及

びその額は、申請１件につき、別表第

５のとおりとする。 

５ 法の規定に基づく許可、認定及び承

認の申請に対する審査に係る手数料の

種類及びその額は、申請１件につき、

別表第５のとおりとする。 

  

（手数料の納入時期等） （手数料の納入時期等） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２から４まで （略） ２から４まで （略） 

５ マンション建替え円滑化法の規定に

基づく許可の申請を行う者は、第２条

第５項に規定する手数料を徴収する事

務についての申請の際に、納入通知書

により手数料を納入しなければならな

い。 

 

６ （略） ５ （略） 

 

改正後 

別表第１（第２条第１項関係） 

種類 額 

１ 法第６条第１項（法第８

７条第１項において準用す

る場合を含む。）の規定に

基づく建築物の建築等に関

する確認申請又は法第１８

条第２項（法第８７条第１

床面積の合計が３０m２以内のも

の 

８,０００円 

床面積の合計が３０m２を超え１

００m２以内のもの 

１９,０００円 

床面積の合計が１００m２を超え

２００m２以内のもの 

４１,０００円 



項において準用する場合を

含む。）の規定に基づく建

築物の建築等に関する計画

通知に対する審査手数料 

床面積の合計が２００m２を超え

５００m２以内のもの 

６３,０００円 

床面積の合計が５００m２を超え

１,０００m２以内のもの 

１０７,０００

円 

床面積の合計が１,０００m２を

超え２,０００m２以内のもの 

１５５,０００

円 

床面積の合計が２,０００m２を

超え１０,０００m２以内のもの 

２３１,０００

円 

床面積の合計が１０,０００m２

を超え５０,０００m２以内のも

の 

３４１,０００

円 

床面積の合計が５０,０００m２

を超えるもの 

６１０,０００

円 

２ 法第８７条の２において

準用する法第６条第１項の

規定に基づく建築設備の設

置に関する確認申請又は法

第８７条の２において準用

する法第１８条第２項の規

定に基づく建築設備の設置

に関する計画通知に対する

審査手数料 

ア 建築設備を設置する場合

（確認を受けた建築設備の計

画を変更して建築設備を設置

する場合を除く。） 

２３,０００円 

イ 確認を受けた建築設備の計

画を変更して建築設備を設置

する場合 

１０,０００円 

３ 法第８８条第１項若しく

は第２項において準用する

法第６条第１項の規定に基

づく工作物の築造等に関す

る確認申請又は法第８８条

第１項若しくは第２項にお

いて準用する法第１８条第

２項の規定に基づく工作物

の築造等に関する計画通知

ア 工作物を築造する場合（確

認を受けた工作物の計画を変

更して工作物を築造する場合

を除く。） 

１７,０００円 

イ 確認を受けた工作物の計画

を変更して工作物を築造する

場合 

７,０００円 



に対する審査手数料 

備考  

１ 床面積の合計は、次に掲げる面積について算定する。  

(1)から(4)まで （略） 

  ２ 複数の法第８７条の２の昇降機（以下「昇降機」という。）を同時に申請

する場合は、昇降機台数に表の額を乗じた額を手数料として徴収する。 

３ 法第６条第１項の規定による確認申請又は法第１８条第２項の規定による

計画通知に係る計画に昇降機が含まれる場合は、表中１の項に規定する手数

料のほか、表中２の項アに規定する手数料を徴収する。 

４ 法第６条第１項の規定による確認又は法第１８条第２項の規定による通知

を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合で、当該計画に昇降

機が含まれる場合は、備考１（２）に規定する手数料のほか、表中２の項イ

に規定する手数料を徴収する。 

 

改正前 

別表第１（第２条第１項関係） 

種類 額 

法第６条第１項（法第８７条

第１項において準用する場合

を含む。）の規定に基づく建

築物の建築等に関する確認申

請又は法第１８条第２項（法

第８７条第１項において準用

する場合を含む。）の規定に

基づく建築物の建築等に関す

る計画通知に対する審査手数

料 

床面積の合計が３０m２以内のも

の 

８,０００円 

床面積の合計が３０m２を超え１

００m２以内のもの 

１９,０００円 

床面積の合計が１００m２を超え

２００m２以内のもの 

４１,０００円 

床面積の合計が２００m２を超え

５００m２以内のもの 

６３,０００円 

床面積の合計が５００m２を超え

１,０００m２以内のもの 

１０７,０００

円 

床面積の合計が１,０００m２を

超え２,０００m２以内のもの 

１５５,０００

円 

床面積の合計が２,０００m２を

超え１０,０００m２以内のもの 

２３１,０００

円 



床面積の合計が１０,０００m２

を超え５０,０００m２以内のも

の 

３４１,０００

円 

床面積の合計が５０,０００m２

を超えるもの 

６１０,０００

円 

法第８７条の２において準用

する法第６条第１項の規定に

基づく建築設備の設置に関す

る確認申請又は法第８７条の

２において準用する法第１８

条第２項の規定に基づく建築

設備の設置に関する計画通知

に対する審査手数料 

建築設備を設置する場合（確認

を受けた建築設備の計画を変更

して建築設備を設置する場合を

除く。） 

２３,０００円 

確認を受けた建築設備の計画を

変更して建築設備を設置する場

合 

１０,０００円 

法第８８条第１項若しくは第

２項において準用する法第６

条第１項の規定に基づく工作

物の築造等に関する確認申請

又は法第８８条第１項若しく

は第２項において準用する法

第１８条第２項の規定に基づ

く工作物の築造等に関する計

画通知に対する審査手数料 

工作物を築造する場合（確認を

受けた工作物の計画を変更して

工作物を築造する場合を除

く。） 

１７,０００円 

確認を受けた工作物の計画を変

更して工作物を築造する場合 

７,０００円 

備考 床面積の合計は、次に掲げる面積について算定する。  

(1)から(4)まで （略） 

 

改正後 

別表第３（第２条第３項関係） 

種類 額 

１ 法第７条第１項の規定に

基づく建築物の建築に関す

る完了検査申請又は法第１

ア 法第７条の

３第１項の特

定工程に係る

床面積の合計が

３０m２以内の

もの 

１７,０００円 



８条第１４項の規定に基づ

く建築物の建築に関する工

事完了通知に対する検査手

数料 

建築物の建築

に関する完了

検査申請又は

工事完了通知

の場合 

床面積の合計が

３０m２を超え

１００m２以内

のもの 

２１,０００円 

床面積の合計が

１００m２を超

え２００m２以

内のもの 

３４,０００円 

床面積の合計が

２００m２を超

え５００m２以

内のもの 

４９,０００円 

床面積の合計が

５００m２を超

え１,０００m２

以内のもの 

６４,０００円 

床面積の合計が

１,０００m２を

超え２,０００m

２以内のもの 

８９,０００円 

床面積の合計が

２,０００m２を

超え１０,００

０m２以内のも

の 

１６４,０００

円 

床面積の合計が

１０,０００m２

を超え５０,０

００m２以内の

もの 

２３７,０００

円 

床面積の合計が ４４３,０００



５０,０００m２

を超えるもの 

円 

イ ア以外の場 

合 

床面積の合計が

３０m２以内の

もの 

１７,０００円 

床面積の合計が

３０m２を超え

１００m２以内

のもの 

２２,０００円 

床面積の合計が

１００m２を超

え２００m２以

内のもの 

３６,０００円 

床面積の合計が

２００m２を超

え５００m２以

内のもの 

５１,０００円 

床面積の合計が

５００m２を超

え１,０００m２

以内のもの 

６７,０００円 

床面積の合計が

１,０００m２を

超え２,０００m

２以内のもの 

９５,０００円 

床面積の合計が

２,０００m２を

超え１０,００

０m２以内のも

の 

１７１,０００

円 

床面積の合計が ２４４,０００



１０,０００m２

を超え５０,０

００m２以内の

もの 

円 

床面積の合計が

５０,０００m２

を超えるもの 

４４９,０００

円 

２ 法第８７条の２において準用する法第７条第１項の規定に

基づく建築設備に関する完了検査申請又は法第８７条の２に

おいて準用する法第１８条第１４項の規定に基づく建築設備

に関する工事完了通知に対する検査手数料 

４１,０００円 

３ 法第８８条第１項若しくは第２項において準用する法第７

条第１項の規定に基づく工作物に関する完了検査申請又は法

第８８条第１項若しくは第２項において準用する法第１８条

第１４項の規定に基づく工作物に関する工事完了通知に対す

る検査手数料 

２９,０００円 

備考  

１ 床面積の合計は、次に掲げる面積について算定する。  

(1)及び(2) （略） 

  ２ 複数の昇降機を同時に申請する場合は、昇降機台数に表の額を乗じた額を

手数料として徴収する。 

  ３ 法第７条第１項の規定による検査に昇降機が含まれる場合は、表中１の項

ア又はイに規定する手数料のほか、表中２の項に規定する手数料を徴収す

る。 

 

改正前 

別表第３（第２条第３項関係） 

種類 額 

法第７条第１項の規定に基づ

く建築物の建築に関する完了

検査申請又は法第１８条第１

ア 法第７条の

３第１項の特

定工程に係る

床面積の合計が

３０m２以内の

もの 

１７,０００円 



４項の規定に基づく建築物の

建築に関する工事完了通知に

対する検査手数料 

建築物の建築

に関する完了

検査申請又は

工事完了通知

の場合 

床面積の合計が

３０m２を超え

１００m２以内

のもの 

２１,０００円 

床面積の合計が

１００m２を超

え２００m２以

内のもの 

３４,０００円 

床面積の合計が

２００m２を超

え５００m２以

内のもの 

４９,０００円 

床面積の合計が

５００m２を超

え１,０００m２

以内のもの 

６４,０００円 

床面積の合計が

１,０００m２を

超え２,０００m

２以内のもの 

８９,０００円 

床面積の合計が

２,０００m２を

超え１０,００

０m２以内のも

の 

１６４,０００

円 

床面積の合計が

１０,０００m２

を超え５０,０

００m２以内の

もの 

２３７,０００

円 

床面積の合計が ４４３,０００



５０,０００m２

を超えるもの 

円 

イ ア以外の場

合 

床面積の合計が

３０m２以内の

もの 

１７,０００円 

床面積の合計が

３０m２を超え

１００m２以内

のもの 

２２,０００円 

床面積の合計が

１００m２を超

え２００m２以

内のもの 

３６,０００円 

床面積の合計が

２００m２を超

え５００m２以

内のもの 

５１,０００円 

床面積の合計が

５００m２を超

え１,０００m２

以内のもの 

６７,０００円 

床面積の合計が

１,０００m２を

超え２,０００m

２以内のもの 

９５,０００円 

床面積の合計が

２,０００m２を

超え１０,００

０m２以内のも

の 

１７１,０００

円 

床面積の合計が ２４４,０００



１０,０００m２

を超え５０,０

００m２以内の

もの 

円 

床面積の合計が

５０,０００m２

を超えるもの 

４４９,０００

円 

法第８７条の２において準用する法第７条第１項の規定に基づ

く建築設備に関する完了検査申請又は法第８７条の２において

準用する法第１８条第１４項の規定に基づく建築設備に関する

工事完了通知に対する検査手数料 

４１,０００円 

法第８８条第１項若しくは第２項において準用する法第７条第

１項の規定に基づく工作物に関する完了検査申請又は法第８８

条第１項若しくは第２項において準用する法第１８条第１４項

の規定に基づく工作物に関する工事完了通知に対する検査手数

料 

２９,０００円 

備考 床面積の合計は、次に掲げる面積について算定する。  

(1)及び(2) （略） 

 

改正後 

別表第５（第２条第５項関係） 

種類 額 

 （略） 

法第８６条の８第３項の規定に基づく既存の一の建築物につ

いて２以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係

る変更認定申請に対する審査手数料 

２７,０００円 

 

 

マンション建替え円滑化法第１０５条第１項の規定に基づく

容積率に関する制限の緩和に係る許可申請に対する審査手数

料 

１６０,０００円 

 

 



改正前 

別表第５（第２条第５項関係） 

種類 額 

 （略） 

法第８６条の８第３項の規定に基づく既存の一の建築物につ

いて２以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係

る変更認定申請に対する審査手数料 

２７,０００円 

 

 
 

 

改正後 

別表第６（第３条第１項関係） 

種類 額 

長期優良住宅

普及促進法第

５条第１項及

び第２項の規

定に基づく長

期優良住宅建

築等計画の認

定申請に対す

る審査手数料 

当該認定申請の前

に、住宅の品質確 

保の促進等に関す

る法律（平成１１ 

年法律第８１号） 

に規定される登録

住宅性能評価機関

（以下「登録住宅 

性能評価機関」と 

いう。）により長 

期優良住宅普及促

進法第６条第１項

第１号、第２号及

び第４号に掲げる

基準に適合してい

ると認められてい

ない場合 

戸建 ５０,６００円 

住棟の総戸数が５以下

（戸建を除く。）のもの 

２３,８００円 

住棟の総戸数が６以上１

０以下のもの 

１９,０００円 

住棟の総戸数が１１以上

２５以下のもの 

１５,０００円 

住棟の総戸数が２６以上

５０以下のもの 

１３,５００円 

住棟の総戸数が５１以上

１００以下のもの 

１１,６００円 

住棟の総戸数が１０１以

上２００以下のもの 

１０,７００円 

住棟の総戸数が２０１以

上３００以下のもの 

１０,２００円 

住棟の総戸数が３０１以

上のもの 

９,４００円 

当該認定申請の前

に、登録住宅性能 

戸建 ６,７００円 

住棟の総戸数が５以下 ２,７００円 



評価機関により同

法第６条第１項第

１号、第２号及び 

第４号に掲げる基

準に適合している

と認められている

場合 

（戸建を除く。）のもの 

住棟の総戸数が６以上１

０以下のもの 

２,４００円 

住棟の総戸数が１１以上

２５以下のもの 

１,３００円 

住棟の総戸数が２６以上

５０以下のもの 

１,２００円 

住棟の総戸数が５１以上

１００以下のもの 

１,１００円 

住棟の総戸数が１０１以

上２００以下のもの 

９００円 

住棟の総戸数が２０１以

上３００以下のもの 

７００円 

住棟の総戸数が３０１以

上のもの 

６００円 

長期優良住宅

普及促進法第

５条第３項の

規定に基づく

長期優良住宅

建築等計画の

認定申請に対

する審査手数

料（分譲事業

者単独作成） 

 

 

 

 

 

当該認定申請の前

に、登録住宅性能 

評価機関により同

法第６条第１項第

１号、第２号及び 

第５号に掲げる基

準に適合している

と認められていな

い場合 

戸建 ４３,８００円 

住棟の総戸数が５以下

（戸建を除く。）のもの 

２１,６００円 

住棟の総戸数が６以上１

０以下のもの 

１７,４００円 

住棟の総戸数が１１以上

２５以下のもの 

１３,７００円 

住棟の総戸数が２６以上

５０以下のもの 

１２,６００円 

住棟の総戸数が５１以上

１００以下のもの 

１１,０００円 

住棟の総戸数が１０１以

上２００以下のもの 

１０,２００円 

住棟の総戸数が２０１以

上３００以下のもの 

９,７００円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住棟の総戸数が３０１以

上のもの 

８,９００円 

当該認定申請の前

に、登録住宅性能 

評価機関により同

法第６条第１項第

１号、第２号及び 

第５号に掲げる基

準に適合している

と認められている

場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

戸建 ６,７００円 

住棟の総戸数が５以下

（戸建を除く。）のもの 

２,７００円 

住棟の総戸数が６以上１

０以下のもの 

２,４００円 

住棟の総戸数が１１以上

２５以下のもの 

１,３００円 

住棟の総戸数が２６以上

５０以下のもの 

１,２００円 

住棟の総戸数が５１以上

１００以下のもの 

１,１００円 

住棟の総戸数が１０１以

上２００以下のもの 

９００円 

住棟の総戸数が２０１以

上３００以下のもの 

７００円 

住棟の総戸数が３０１以

上のもの 

６００円 

長期優良住宅

普及促進法第

９条第１項の

規定に基づく

長期優良住宅

建築等計画の

変更の認定申

請に対する審

査手数料（譲

受人決定時） 

 

 

当該認定申請の前

に、登録住宅性能 

評価機関により同

法第８条第２項の

規定により準用す

る同法第６条第１

項第４号に掲げる

基準に適合してい

ると認められてい

ない場合  

 

 

戸建 １３,５００円 

住棟の総戸数が５以下

（戸建を除く。）のもの 

４,９００円 

 

住棟の総戸数が６以上１

０以下のもの 

４,０００円 

住棟の総戸数が１１以上

２５以下のもの 

２,７００円 

 

住棟の総戸数が２６以上

５０以下のもの 

２,１００円 

住棟の総戸数が５１以上

１００以下のもの 

１,６００円 

 

住棟の総戸数が１０１以 １,４００円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上２００以下のもの  

住棟の総戸数が２０１以

上３００以下のもの 

１,２００円 

住棟の総戸数が３０１以

上のもの 

１,０００円 

 

当該認定申請の前

に、登録住宅性能 

評価機関により同

法第８条第２項の

規定により準用す

る同法第６条第１

項第４号に掲げる

基準に適合してい

ると認められてい

る場合  

 

 

 

 

 

戸建 ６,７００円 

住棟の総戸数が５以下

（戸建を除く。）のもの 

２,７００円 

住棟の総戸数が６以上１

０以下のもの 

２,４００円 

住棟の総戸数が１１以上

２５以下のもの 

１,３００円 

住棟の総戸数が２６以上

５０以下のもの 

１,２００円 

住棟の総戸数が５１以上

１００以下のもの 

１,１００円 

住棟の総戸数が１０１以

上２００以下のもの 

９００円 

住棟の総戸数が２０１以

上３００以下のもの 

７００円 

住棟の総戸数が３０１以

上のもの 

６００円 

備考 （略） 

 

改正前 

別表第６（第３条第１項関係） 

種類 額 

長期優良住宅

普及促進法第

５条第１項及

び第２項の規

当該認定申請の前

に、住宅の品質確 

保の促進等に関す

る法律（平成１１ 

戸建 ５０,６００円 

住棟の総戸数が５以下

（戸建を除く。）のもの 

２３,８００円 

住棟の総戸数が６以上１ １９,０００円 



定に基づく長

期優良住宅建

築等計画の認

定申請に対す

る審査手数料 

年法律第８１号） 

に規定される登録

住宅性能評価機関

（以下「登録住宅 

性能評価機関」と 

いう。）により長 

期優良住宅普及促

進法第６条第１項

に定める認定基準

に適合していると

認められていない

場合 

０以下のもの 

住棟の総戸数が１１以上

２５以下のもの 

１５,０００円 

住棟の総戸数が２６以上

５０以下のもの 

１３,５００円 

住棟の総戸数が５１以上

１００以下のもの 

１１,６００円 

住棟の総戸数が１０１以

上２００以下のもの 

１０,７００円 

住棟の総戸数が２０１以

上３００以下のもの 

１０,２００円 

住棟の総戸数が３０１以

上のもの 

９,４００円 

当該認定申請の前

に、登録住宅性能 

評価機関により同

法第６条第１項に

定める認定基準に

適合していると認

められている場合 

戸建 ６,７００円 

住棟の総戸数が５以下

（戸建を除く。）のもの 

２,７００円 

住棟の総戸数が６以上１

０以下のもの 

２,４００円 

住棟の総戸数が１１以上

２５以下のもの 

１,３００円 

住棟の総戸数が２６以上

５０以下のもの 

１,２００円 

住棟の総戸数が５１以上

１００以下のもの 

１,１００円 

住棟の総戸数が１０１以

上２００以下のもの 

９００円 

住棟の総戸数が２０１以

上３００以下のもの 

７００円 

住棟の総戸数が３０１以

上のもの 

６００円 

長期優良住宅 当該認定申請の前 戸建 ４３,８００円 



普及促進法第

５条第３項の

規定に基づく

長期優良住宅

建築等計画の

認定申請に対

する審査手数

料 

に、登録住宅性能 

評価機関により同

法第６条第１項に

定める認定基準に

適合していると認

められていない場

合 

住棟の総戸数が５以下

（戸建を除く。）のもの 

２１,６００円 

住棟の総戸数が６以上１

０以下のもの 

１７,４００円 

住棟の総戸数が１１以上

２５以下のもの 

１３,７００円 

住棟の総戸数が２６以上

５０以下のもの 

１２,６００円 

住棟の総戸数が５１以上

１００以下のもの 

１１,０００円 

住棟の総戸数が１０１以

上２００以下のもの 

１０,２００円 

住棟の総戸数が２０１以

上３００以下のもの 

９,７００円 

住棟の総戸数が３０１以

上のもの 

８,９００円 

当該認定申請の前

に、登録住宅性能 

評価機関により同

法第６条第１項に

定める認定基準に

適合していると認

められている場合 

戸建 ６,７００円 

住棟の総戸数が５以下

（戸建を除く。）のもの 

２,７００円 

住棟の総戸数が６以上１

０以下のもの 

２,４００円 

住棟の総戸数が１１以上

２５以下のもの 

１,３００円 

住棟の総戸数が２６以上

５０以下のもの 

１,２００円 

住棟の総戸数が５１以上

１００以下のもの 

１,１００円 

住棟の総戸数が１０１以

上２００以下のもの 

９００円 

住棟の総戸数が２０１以

上３００以下のもの 

７００円 



住棟の総戸数が３０１以

上のもの 

６００円 

長期優良住宅

普及促進法第

９条第１項の

規定に基づく

長期優良住宅

建築等計画の

変更の認定申

請に対する審

査手数料 

当該認定申請の前

に、登録住宅性能 

評価機関により同

法第６条第１項に

定める認定基準に

適合していると認

められていない場

合 

戸建 １３,５００円 

住棟の総戸数が５以下

（戸建を除く。）のもの 

４,９００円 

住棟の総戸数が６以上１

０以下のもの 

４,０００円 

住棟の総戸数が１１以上

２５以下のもの 

２,７００円 

住棟の総戸数が２６以上

５０以下のもの 

２,１００円 

住棟の総戸数が５１以上

１００以下のもの 

１,６００円 

住棟の総戸数が１０１以

上２００以下のもの 

１,４００円 

住棟の総戸数が２０１以

上３００以下のもの 

１,２００円 

住棟の総戸数が３０１以

上のもの 

１,０００円 

当該認定申請の前

に、登録住宅性能 

評価機関により同

法第６条第１項に

定める認定基準に

適合していると認

められている場合 

戸建 ６,７００円 

住棟の総戸数が５以下

（戸建を除く。）のもの 

２,７００円 

住棟の総戸数が６以上１

０以下のもの 

２,４００円 

住棟の総戸数が１１以上

２５以下のもの 

１,３００円 

住棟の総戸数が２６以上

５０以下のもの 

１,２００円 

住棟の総戸数が５１以上

１００以下のもの 

１,１００円 

住棟の総戸数が１０１以 ９００円 



上２００以下のもの 

住棟の総戸数が２０１以

上３００以下のもの 

７００円 

住棟の総戸数が３０１以

上のもの 

６００円 

備考 （略） 

 

第２条 四日市市建築基準法等関係手数料条例の一部を次のように改正する。 

 

改正後 

別表第６（第３条第１項関係） 

種類 額 

長期優良住宅

普及促進法第

５条第１項及

び第２項の規

定に基づく長

期優良住宅建

築等計画の認

定申請に対す

る審査手数料 

当該認定申請の前

に、住宅の品質確 

保の促進等に関す

る法律（平成１１ 

年法律第８１号） 

に規定される登録

住宅性能評価機関

（以下「登録住宅 

性能評価機関」と 

いう。）により長 

期優良住宅普及促

進法第６条第１項

第１号、第２号及

び第４号に掲げる

基準に適合してい

ると認められてい

ない場合 

戸建 ５０,６００円 

住棟の総戸数が５以下

（戸建を除く。）のもの 

２３,８００円 

住棟の総戸数が６以上１

０以下のもの 

１９,０００円 

住棟の総戸数が１１以上

２５以下のもの 

１５,０００円 

住棟の総戸数が２６以上

５０以下のもの 

１３,５００円 

住棟の総戸数が５１以上

１００以下のもの 

１１,６００円 

住棟の総戸数が１０１以

上２００以下のもの 

１０,７００円 

住棟の総戸数が２０１以

上３００以下のもの 

１０,２００円 

住棟の総戸数が３０１以

上のもの 

９,４００円 

当該認定申請の前

に、同法第６条第 

戸建 １７,２００円 

住棟の総戸数が５以下 １２,７００円 



１項第１号に掲げ

る基準に適合した

住宅の品質確保の

促進等に関する法

律第６条第１項に

規定する設計住宅

性能評価書の交付

を受けたものであ

る場合  

（戸建を除く。）のもの 

住棟の総戸数が６以上１

０以下のもの 

１０,２００円 

住棟の総戸数が１１以上

２５以下のもの 

７,７００円 

住棟の総戸数が２６以上

５０以下のもの 

６,６００円 

住棟の総戸数が５１以上

１００以下のもの 

５,０００円 

住棟の総戸数が１０１以

上２００以下のもの 

４,６００円 

住棟の総戸数が２０１以

上３００以下のもの 

４,２００円 

住棟の総戸数が３０１以

上のもの 

３,８００円 

当該認定申請の前

に、登録住宅性能 

評価機関により同

法第６条第１項第

１号、第２号及び 

第４号に掲げる基

準に適合している

と認められている

場合 

戸建 ６,７００円 

住棟の総戸数が５以下

（戸建を除く。）のもの 

２,７００円 

住棟の総戸数が６以上１

０以下のもの 

２,４００円 

住棟の総戸数が１１以上

２５以下のもの 

１,３００円 

住棟の総戸数が２６以上

５０以下のもの 

１,２００円 

住棟の総戸数が５１以上

１００以下のもの 

１,１００円 

住棟の総戸数が１０１以

上２００以下のもの 

９００円 

住棟の総戸数が２０１以

上３００以下のもの 

７００円 

住棟の総戸数が３０１以 ６００円 



上のもの 

長期優良住宅

普及促進法第

５条第３項の

規定に基づく

長期優良住宅

建築等計画の

認定申請に対

する審査手数

料（分譲事業

者単独作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該認定申請の前

に、登録住宅性能 

評価機関により同

法第６条第１項第

１号、第２号及び 

第５号に掲げる基

準に適合している

と認められていな

い場合 

戸建 ４３,８００円 

住棟の総戸数が５以下

（戸建を除く。）のもの 

２１,６００円 

住棟の総戸数が６以上１

０以下のもの 

１７,４００円 

住棟の総戸数が１１以上

２５以下のもの 

１３,７００円 

住棟の総戸数が２６以上

５０以下のもの 

１２,６００円 

住棟の総戸数が５１以上

１００以下のもの 

１１,０００円 

住棟の総戸数が１０１以

上２００以下のもの 

１０,２００円 

住棟の総戸数が２０１以

上３００以下のもの 

９,７００円 

住棟の総戸数が３０１以

上のもの 

８,９００円 

当該認定申請の前

に、同法第６条第 

１項第１号に掲げ

る基準に適合した

住宅の品質確保の

促進等に関する法

律第６条第１項に

規定する設計住宅

性能評価書の交付

を受けたものであ

る場合  

戸建 １０,５００円 

住棟の総戸数が５以下

（戸建を除く。）のもの 

１０,５００円 

住棟の総戸数が６以上１

０以下のもの 

８,５００円 

住棟の総戸数が１１以上

２５以下のもの 

６,３００円 

住棟の総戸数が２６以上

５０以下のもの 

５,７００円 

住棟の総戸数が５１以上

１００以下のもの 

４,５００円 

住棟の総戸数が１０１以

上２００以下のもの 

４,１００円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住棟の総戸数が２０１以

上３００以下のもの 

３,７００円 

住棟の総戸数が３０１以

上のもの 

３,３００円 

当該認定申請の前

に、登録住宅性能 

評価機関により同

法第６条第１項第

１号、第２号及び 

第５号に掲げる基

準に適合している

と認められている

場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

戸建 ６,７００円 

住棟の総戸数が５以下

（戸建を除く。）のもの 

２,７００円 

住棟の総戸数が６以上１

０以下のもの 

２,４００円 

住棟の総戸数が１１以上

２５以下のもの 

１,３００円 

住棟の総戸数が２６以上

５０以下のもの 

１,２００円 

住棟の総戸数が５１以上

１００以下のもの 

１,１００円 

住棟の総戸数が１０１以

上２００以下のもの 

９００円 

住棟の総戸数が２０１以

上３００以下のもの 

７００円 

住棟の総戸数が３０１以

上のもの 

６００円 

 （略） 

備考 （略） 

 

改正前 

別表第６（第３条第１項関係） 

種類 額 

長期優良住宅

普及促進法第

５条第１項及

び第２項の規

当該認定申請の前

に、住宅の品質確 

保の促進等に関す

る法律（平成１１ 

戸建 ５０,６００円 

住棟の総戸数が５以下

（戸建を除く。）のもの 

２３,８００円 

住棟の総戸数が６以上１ １９,０００円 



定に基づく長

期優良住宅建

築等計画の認

定申請に対す

る審査手数料 

年法律第８１号） 

に規定される登録

住宅性能評価機関

（以下「登録住宅 

性能評価機関」と 

いう。）により長 

期優良住宅普及促

進法第６条第１項

第１号、第２号及

び第４号に掲げる

基準に適合してい

ると認められてい

ない場合 

０以下のもの 

住棟の総戸数が１１以上

２５以下のもの 

１５,０００円 

住棟の総戸数が２６以上

５０以下のもの 

１３,５００円 

住棟の総戸数が５１以上

１００以下のもの 

１１,６００円 

住棟の総戸数が１０１以

上２００以下のもの 

１０,７００円 

住棟の総戸数が２０１以

上３００以下のもの 

１０,２００円 

住棟の総戸数が３０１以

上のもの 

９,４００円 

当該認定申請の前

に、登録住宅性能 

評価機関により同

法第６条第１項第

１号、第２号及び 

第４号に掲げる基

準に適合している

と認められている

場合 

戸建 ６,７００円 

住棟の総戸数が５以下

（戸建を除く。）のもの 

２,７００円 

住棟の総戸数が６以上１

０以下のもの 

２,４００円 

住棟の総戸数が１１以上

２５以下のもの 

１,３００円 

住棟の総戸数が２６以上

５０以下のもの 

１,２００円 

住棟の総戸数が５１以上

１００以下のもの 

１,１００円 

住棟の総戸数が１０１以

上２００以下のもの 

９００円 

住棟の総戸数が２０１以

上３００以下のもの 

７００円 

住棟の総戸数が３０１以

上のもの 

６００円 

長期優良住宅 当該認定申請の前 戸建 ４３,８００円 



普及促進法第

５条第３項の

規定に基づく

長期優良住宅

建築等計画の

認定申請に対

する審査手数

料（分譲事業

者単独作成） 

に、登録住宅性能 

評価機関により同

法第６条第１項第

１号、第２号及び 

第５号に掲げる基

準に適合している

と認められていな

い場合 

住棟の総戸数が５以下

（戸建を除く。）のもの 

２１,６００円 

住棟の総戸数が６以上１

０以下のもの 

１７,４００円 

住棟の総戸数が１１以上

２５以下のもの 

１３,７００円 

住棟の総戸数が２６以上

５０以下のもの 

１２,６００円 

住棟の総戸数が５１以上

１００以下のもの 

１１,０００円 

住棟の総戸数が１０１以

上２００以下のもの 

１０,２００円 

住棟の総戸数が２０１以

上３００以下のもの 

９,７００円 

住棟の総戸数が３０１以

上のもの 

８,９００円 

当該認定申請の前

に、登録住宅性能 

評価機関により同

法第６条第１項第

１号、第２号及び 

第５号に掲げる基

準に適合している

と認められている

場合 

戸建 ６,７００円 

住棟の総戸数が５以下

（戸建を除く。）のもの 

２,７００円 

住棟の総戸数が６以上１

０以下のもの 

２,４００円 

住棟の総戸数が１１以上

２５以下のもの 

１,３００円 

住棟の総戸数が２６以上

５０以下のもの 

１,２００円 

住棟の総戸数が５１以上

１００以下のもの 

１,１００円 

住棟の総戸数が１０１以

上２００以下のもの 

９００円 

住棟の総戸数が２０１以

上３００以下のもの 

７００円 



住棟の総戸数が３０１以

上のもの 

６００円 

 （略） 

備考 （略） 

 

第３条 四日市市建築基準法等関係手数料条例の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２２７条の規

定に基づき本市が徴収する建築基準法

（昭和２５年法律第２０１号。以下

「法」という。）、長期優良住宅の普

及の促進に関する法律（平成２０年法

律第８７号。以下「長期優良住宅普及

促進法」という。）、都市の低炭素化

の促進に関する法律（平成２４年法律

第８４号。以下「都市低炭素化促進

法」という。）及びマンションの建替

えの円滑化等に関する法律（平成１４

年法律第７８号。以下「マンション建

替え円滑化法」という。）に関する事

務の手数料について、別に定めるもの

のほか必要な事項を定めるものとす

る。 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２２７条の規

定に基づき本市が徴収する建築基準法

（昭和２５年法律第２０１号。以下

「法」という。）、長期優良住宅の普

及の促進に関する法律（平成２０年法

律第８７号。以下「長期優良住宅普及

促進法」という。）、都市の低炭素化

の促進に関する法律（平成２４年法律

第８４号。以下「都市低炭素化促進

法」という。）、高齢者、障害者等の

移動等の円滑化の促進に関する法律

（平成１８年法律第９１号。以下「バ

リアフリー法」という。）及びマンシ

ョンの建替えの円滑化等に関する法律

（平成１４年法律第７８号。以下「マ

ンション建替え円滑化法」という。）

に関する事務の手数料について、別に

定めるもののほか必要な事項を定める

ものとする。 

  

（法の規定に基づく手数料の種類及び （法の規定に基づく手数料の種類及び



額） 額） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 前項の審査において申請に係る建築

物が法第６条の３第１項ただし書の特

定構造計算基準又は特定増改築構造計

算基準に適合するかどうかを同項ただ

し書の建築主事が審査する場合にあっ

ては、手数料の種類及びその額は、建

築物ごとに、別表第１に定める額及び

別表第２に定める額とする。 

２ 前項の審査において構造計算適合性

判定を求める建築物に係る手数料の種

類及びその額は、構造計算適合性判定

を求める１の建築物につき、別表第２

のとおりとする。 

３から５まで （略） ３から５まで （略） 

  

（長期優良住宅普及促進法の規定に基

づく手数料の種類及び額） 

（長期優良住宅普及促進法の規定に基

づく手数料の種類及び額） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ 長期優良住宅普及促進法第６条第２

項の規定による建築基準関係規定の適

合審査を受ける旨の申出があった場合

における認定申請に対する審査手数料

の額は、前項に掲げる額に、次の各号

に掲げる建築物について、当該各号に

定める額を加算したものとする。 

２ 長期優良住宅普及促進法第６条第２

項の規定による建築基準関係規定の適

合審査を受ける旨の申出があった場合

における認定申請に対する審査手数料

の額は、前項に掲げる額に、次の各号

に掲げる建築物について、当該各号に

定める額を加算したものとする。 

(1) 申請に係る建築物が法第６条の３

第１項ただし書の特定構造計算基準

又は特定増改築構造計算基準に適合

するかどうかを同項ただし書の建築

主事が審査をしない場合にあって

は、建築物ごとに、別表第１に定め

る額 

(1) 構造計算適合性判定を求めない建

築物 別表第１に定める額 

(2) 申請に係る建築物が法第６条の３

第１項ただし書の特定構造計算基準

又は特定増改築構造計算基準に適合

(2) 構造計算適合性判定を求める建築

物 別表第１に定める額及び別表第

７に定める額 



するかどうかを同項ただし書の建築

主事が審査をする場合にあっては、

建築物ごとに、別表第１に定める額

及び別表第２に定める額 

３ 長期優良住宅普及促進法第８条第１

項の規定に基づく長期優良住宅建築等

計画の変更の認定申請に対する審査手

数料（同条第２項において準用する同

法第６条第２項の規定による建築基準

関係規定の適合審査を受ける旨の申出

があった場合に限る。）の額は、次の

各号に掲げる建築物について、当該各

号に定める額とする。 

３ 長期優良住宅普及促進法第８条第１

項の規定に基づく長期優良住宅建築等

計画の変更の認定申請に対する審査手

数料（同条第２項において準用する同

法第６条第２項の規定による建築基準

関係規定の適合審査を受ける旨の申出

があった場合に限る。）の額は、次の

各号に掲げる建築物について、当該各

号に定める額とする。 

(1) 申請に係る建築物が法第６条の３

第１項ただし書の特定構造計算基準

又は特定増改築構造計算基準に適合

するかどうかを同項ただし書の建築

主事が審査をしない場合にあって

は、建築物ごとに、別表第１に定め

る額 

(1) 構造計算適合性判定を求めない建

築物 別表第１に定める額 

(2) 申請に係る建築物が法第６条の３

第１項ただし書の特定構造計算基準

又は特定増改築構造計算基準に適合

するかどうかを同項ただし書の建築

主事が審査をする場合にあっては、

建築物ごとに、別表第１に定める額

及び別表第２に定める額 

(2) 構造計算適合性判定を求める建築

物 別表第１に定める額と別表第７

に定める額を合計した額 

  

（都市低炭素化促進法の規定に基づく

手数料の種類及び額） 

（都市低炭素化促進法の規定に基づく

手数料の種類及び額） 

第４条 都市低炭素化促進法の規定に基

づく認定の申請に対する審査に係る手

第４条 都市低炭素化促進法の規定に基

づく認定の申請に対する審査に係る手



数料の種類及びその額は、申請１件に

つき、別表第７のとおりとする。 

数料の種類及びその額は、申請１件に

つき、別表第８のとおりとする。 

２ 都市低炭素化促進法第５４条第２項

（同法第５５条第２項において準用す

る場合を含む。）の規定による建築基

準関係規定の適合審査を受ける旨の申

出があった場合における認定申請に対

する審査手数料の額は、前項に掲げる

額に、次の各号に掲げる建築物につい

て、当該各号に定める額を加算したも

のとする。 

２ 都市低炭素化促進法第５４条第２項

（同法第５５条第２項において準用す

る場合を含む。）の規定による建築基

準関係規定の適合審査を受ける旨の申

出があった場合における認定申請に対

する審査手数料の額は、前項に掲げる

額に、次の各号に掲げる建築物につい

て、当該各号に定める額を加算したも

のとする。 

(1) 申請に係る建築物が法第６条の３

第１項ただし書の特定構造計算基準

又は特定増改築構造計算基準に適合

するかどうかを同項ただし書の建築

主事が審査をしない場合にあって

は、建築物ごとに、別表第１に定め

る額 

(1) 構造計算適合性判定を求めない建

築物 別表第１に定める額 

(2) 申請に係る建築物が法第６条の３

第１項ただし書の特定構造計算基準

又は特定増改築構造計算基準に適合

するかどうかを同項ただし書の建築

主事が審査をする場合にあっては、

建築物ごとに、別表第１に定める額

及び別表第２に定める額 

(2) 構造計算適合性判定を求める建築

物 別表第１に定める額及び別表第

７に定める額 

  

 （バリアフリー法の規定に基づく手数

料の種類及び額） 

 第５条 バリアフリー法第１７条第４項

（同法第１８条第２項において準用す

る場合を含む。以下同じ。）の規定に

よる適合通知を受ける旨の申出があっ



た場合における同法第１７条第１項の

認定申請に対する審査手数料の額は、

構造計算適合性判定を求める建築物に

ついて、別表第７に定める額とする。 

  

（手数料の納入時期等） （手数料の納入時期等） 

第５条 法の規定に基づく申請又は通知

を行う者は、第２条に規定する手数料

を徴収する事務についての申請又は通

知の際に、納入通知書により手数料を

納入しなければならない。 

第６条 法の規定に基づく申請又は通知

を行う者は、第２条第１項、第３項、

第４項及び第５項に規定する手数料を

徴収する事務についての申請又は通知

の際に、納入通知書により手数料を納

入しなければならない。 

 ２ 第２条第２項及び前条に規定する手

数料については、確認申請、計画通知

又はバリアフリー法第１７条第４項の

規定に基づく適合通知を受ける旨の申

出を行う者が構造計算適合性判定を求

める旨の通知を受領した際に、納入通

知書により納入しなければならない。 

２ 長期優良住宅普及促進法の規定に基

づく認定の申請を行う者は、第３条に

規定する手数料を徴収する事務につい

ての申請の際に、納入通知書により手

数料を納入しなければならない。 

３ 長期優良住宅普及促進法の規定に基

づく認定の申請を行う者は、第３条に

規定する手数料を徴収する事務につい

ての申請の際に、納入通知書により手

数料を納入しなければならない。ただ

し、第３条第２項第２号及び第３項第

２号に規定する手数料のうち別表第７

に定める額については、構造計算適合

性判定を求める旨の通知を受領した際

に、納入通知書により納入しなければ

ならない。 

３ 都市低炭素化促進法の規定に基づく

認定の申請を行う者は、第４条に規定

４ 都市低炭素化促進法の規定に基づく

認定の申請を行う者は、第４条に規定



する手数料を徴収する事務についての

申請の際に、納入通知書により手数料

を納入しなければならない。 

する手数料を徴収する事務についての

申請の際に、納入通知書により手数料

を納入しなければならない。ただし、

第４条第２項第２号に規定する手数料

のうち別表第７に定める額について

は、構造計算適合性判定を求める旨の

通知を受領した際に、納入通知書によ

り納入しなければならない。 

４ （略） ５ （略） 

５ （略） ６ （略） 

  

第６条 （略） 第７条 （略） 

 

改正後 

別表第１（第２条第１項関係） 

 （略） 

備考  

１ 床面積の合計は、次に掲げる面積について算定する。  

 (1) 建築物を建築（移転（同一敷地内における移転に限る。以下この表にお

いて同じ。）を除く。次号において同じ。）する場合（次号に掲げる場合

を除く。）にあっては、当該建築に係る部分の床面積 

(2)から(4)まで （略） 

２から４まで （略） 

 

改正前 

別表第１（第２条第１項関係） 

 （略） 

備考  

１ 床面積の合計は、次に掲げる面積について算定する。  

 (1) 建築物を建築（移転を除く。次号において同じ。）する場合（次号に掲

げる場合を除く。）にあっては、当該建築に係る部分の床面積 



(2)から(4)まで （略） 

２から４まで （略） 

 

改正後 

別表第２（第２条第２項関係） 

種類 額 

申請に係る建築物が法第６

条の３第１項ただし書の特

定構造計算基準又は特定増

改築構造計算基準に適合す

るかどうかを同項ただし書

の建築主事が審査する場合

の審査手数料 

床面積の合計が１,０００m２以内

のもの 

１５７,０００

円 

床面積の合計が１,０００m２を超

え２,０００m２以内のもの 

２０９,０００

円 

床面積の合計が２,０００m２を超

え１０,０００m２以内のもの 

２４０,０００

円 

床面積の合計が１０,０００m２を

超え５０,０００m２以内のもの 

３１９,０００

円 

床面積の合計が５０,０００m２を

超えるもの 

５８７,０００

円 

備考 

１ 床面積の合計は、構造計算基準の審査に係る床面積について算定する。 

２ （略） 

 

改正前 

別表第２（第２条第２項関係） 

種類 額 

法第６条第５項又は第１８条

第４項の規定に基づく構造計

算適合性判定手数料 

法第２０条第２

号イ又は第３号

イの構造計算が

同条第２号イに

規定する方法に

より適正に行わ

れたものである

かどうかの判定

床面積の合計が

１,０００m２以

内のもの 

１５７,０００

円 

床面積の合計が

１,０００m２を

超え２,０００m

２以内のもの 

２０９,０００

円 

床面積の合計が ２４０,０００



が必要な場合 ２,０００m２を

超え１０,００

０m２以内のも

の 

円 

床面積の合計が

１０,０００m２

を超え５０,０

００m２以内の

もの 

３１９,０００

円 

床面積の合計が

５０,０００m２

を超えるもの 

５８７,０００

円 

法第２０条第２

号イ又は第３号

イの構造計算が

同条第２号イ又

は同条第３号イ

に規定するプロ

グラムにより適

正に行われたも

のであるかどう

かの判定が必要

な場合 

床面積の合計が

１,０００m２以

内のもの 

１０８,０００

円 

床面積の合計が

１,０００m２を

超え２,０００m

２以内のもの 

１３４,０００

円 

床面積の合計が

２,０００m２を

超え１０,００

０m２以内のも

の 

１４８,０００

円 

床面積の合計が

１０,０００m２

を超え５０,０

００m２以内の

もの 

１８７,０００

円 

床面積の合計が

５０,０００m２

３１９,０００

円 



を超えるもの 

備考 

１ 床面積の合計は、構造計算適合性判定に係る床面積について算定する。 

２ （略） 

 

改正後 

別表第３（第２条第３項関係） 

種類 額 

１ 法第７条第１項の規定に

基づく建築物の建築に関する

完了検査申請又は法第１８条

第１６項の規定に基づく建築

物の建築に関する工事完了通

知に対する検査手数料 

ア 法第７条の

３第１項の特定

工程に係る建築

物の建築に関す

る完了検査申請

又は工事完了通

知の場合 

床面積の合計が

３０m２以内の

もの 

１７,０００円 

床面積の合計が

３０m２を超え

１００m２以内

のもの 

２１,０００円 

床面積の合計が

１００m２を超

え２００m２以

内のもの 

３４,０００円 

床面積の合計が

２００m２を超

え５００m２以

内のもの 

４９,０００円 

床面積の合計が

５００m２を超

え１,０００m２

以内のもの 

６４,０００円 

床面積の合計が

１,０００m２を

超え２,０００m

２以内のもの 

８９,０００円 



床面積の合計が

２,０００m２を

超え１０,００

０m２以内のも

の 

１６４,０００

円 

床面積の合計が

１０,０００m２

を超え５０,０

００m２以内の

もの 

２３７,０００

円 

床面積の合計が

５０,０００m２

を超えるもの 

４４３,０００

円 

イ ア以外の場

合 

床面積の合計が

３０m２以内の

もの 

１７,０００円 

床面積の合計が

３０m２を超え

１００m２以内

のもの 

２２,０００円 

床面積の合計が

１００m２を超

え２００m２以

内のもの 

３６,０００円 

床面積の合計が

２００m２を超

え５００m２以

内のもの 

５１,０００円 

床面積の合計が

５００m２を超

え１,０００m２

６７,０００円 



以内のもの 

床面積の合計が

１,０００m２を

超え２,０００m

２以内のもの 

９５,０００円 

床面積の合計が

２,０００m２を

超え１０,００

０m２以内のも

の 

１７１,０００

円 

床面積の合計が

１０,０００m２

を超え５０,０

００m２以内の

もの 

２４４,０００

円 

床面積の合計が

５０,０００m２

を超えるもの 

４４９,０００

円 

２ 法第８７条の２において準用する法第７条第１項の規定に

基づく建築設備に関する完了検査申請又は法第８７条の２にお

いて準用する法第１８条第１６項の規定に基づく建築設備に関

する工事完了通知に対する検査手数料 

４１,０００円 

３ 法第８８条第１項若しくは第２項において準用する法第７

条第１項の規定に基づく工作物に関する完了検査申請又は法第

８８条第１項若しくは第２項において準用する法第１８条第１

６項の規定に基づく工作物に関する工事完了通知に対する検査

手数料 

２９,０００円 

備考  

１ 床面積の合計は、次に掲げる面積について算定する。  

(1) 建築物を建築（移転（同一敷地内における移転に限る。以下この表にお

いて同じ。）を除く。）した場合にあっては、当該建築に係る部分の床面

積 



(2) （略） 

２及び３ （略） 

 

改正前 

別表第３（第２条第３項関係） 

種類 額 

１ 法第７条第１項の規定に

基づく建築物の建築に関する

完了検査申請又は法第１８条

第１４項の規定に基づく建築

物の建築に関する工事完了通

知に対する検査手数料 

ア 法第７条の

３第１項の特定

工程に係る建築

物の建築に関す

る完了検査申請

又は工事完了通

知の場合 

床面積の合計が

３０m２以内の

もの 

１７,０００円 

床面積の合計が

３０m２を超え

１００m２以内

のもの 

２１,０００円 

床面積の合計が

１００m２を超

え２００m２以

内のもの 

３４,０００円 

床面積の合計が

２００m２を超

え５００m２以

内のもの 

４９,０００円 

床面積の合計が

５００m２を超

え１,０００m２

以内のもの 

６４,０００円 

床面積の合計が

１,０００m２を

超え２,０００m

２以内のもの 

８９,０００円 

床面積の合計が

２,０００m２を

１６４,０００

円 



超え１０,００

０m２以内のも

の 

床面積の合計が

１０,０００m２

を超え５０,０

００m２以内の

もの 

２３７,０００

円 

床面積の合計が

５０,０００m２

を超えるもの 

４４３,０００

円 

イ ア以外の場

合 

床面積の合計が

３０m２以内の

もの 

１７,０００円 

床面積の合計が

３０m２を超え

１００m２以内

のもの 

２２,０００円 

床面積の合計が

１００m２を超

え２００m２以

内のもの 

３６,０００円 

床面積の合計が

２００m２を超

え５００m２以

内のもの 

５１,０００円 

床面積の合計が

５００m２を超

え１,０００m２

以内のもの 

６７,０００円 

床面積の合計が ９５,０００円 



１,０００m２を

超え２,０００m

２以内のもの 

床面積の合計が

２,０００m２を

超え１０,００

０m２以内のも

の 

１７１,０００

円 

床面積の合計が

１０,０００m２

を超え５０,０

００m２以内の

もの 

２４４,０００

円 

床面積の合計が

５０,０００m２

を超えるもの 

４４９,０００

円 

２ 法第８７条の２において準用する法第７条第１項の規定に

基づく建築設備に関する完了検査申請又は法第８７条の２にお

いて準用する法第１８条第１４項の規定に基づく建築設備に関

する工事完了通知に対する検査手数料 

４１,０００円 

３ 法第８８条第１項若しくは第２項において準用する法第７

条第１項の規定に基づく工作物に関する完了検査申請又は法第

８８条第１項若しくは第２項において準用する法第１８条第１

４項の規定に基づく工作物に関する工事完了通知に対する検査

手数料 

２９,０００円 

備考  

１ 床面積の合計は、次に掲げる面積について算定する。  

(1) 建築物を建築（移転を除く。）した場合にあっては、当該建築に係る部

分の床面積 

(2) （略） 

２及び３ （略） 

 



改正後 

別表第４（第２条第４項関係） 

種類 額 

法第７条の３第２項の規定

に基づく建築物の建築に関

する中間検査申請又は法第

１８条第１９項の規定に基

づく建築物の建築に関する

特定工程工事終了通知に対

する検査手数料 

検査を行う部分の床面積の合計が

３０m２以内のもの 

１７,０００円 

検査を行う部分の床面積の合計が

３０m２を超え１００m２以内のも

の 

２１,０００円 

検査を行う部分の床面積の合計が

１００m２を超え２００m２以内の

もの 

３３,０００円 

検査を行う部分の床面積の合計が

２００m２を超え５００m２以内の

もの 

４７,０００円 

検査を行う部分の床面積の合計が

５００m２を超え１,０００m２以内

のもの 

６２,０００円 

検査を行う部分の床面積の合計が

１,０００m２を超え２,０００m２

以内のもの 

８４,０００円 

検査を行う部分の床面積の合計が

２,０００m２を超え１０,０００m

２以内のもの 

１４３,０００円 

検査を行う部分の床面積の合計が

１０,０００m２を超え５０,０００

m２以内のもの 

２０４,０００円 

検査を行う部分の床面積の合計が

５０,０００m２を超えるもの 

３９１,０００円 

 

 

改正前 



別表第４（第２条第４項関係） 

種類 額 

法第７条の３第２項の規定

に基づく建築物の建築に関

する中間検査申請又は法第

１８条第１７項の規定に基

づく建築物の建築に関する

特定工程工事終了通知に対

する検査手数料 

検査を行う部分の床面積の合計が

３０m２以内のもの 

１７,０００円 

検査を行う部分の床面積の合計が

３０m２を超え１００m２以内のも

の 

２１,０００円 

検査を行う部分の床面積の合計が

１００m２を超え２００m２以内の

もの 

３３,０００円 

検査を行う部分の床面積の合計が

２００m２を超え５００m２以内の

もの 

４７,０００円 

検査を行う部分の床面積の合計が

５００m２を超え１,０００m２以内

のもの 

６２,０００円 

検査を行う部分の床面積の合計が

１,０００m２を超え２,０００m２

以内のもの 

８４,０００円 

検査を行う部分の床面積の合計が

２,０００m２を超え１０,０００m

２以内のもの 

１４３,０００円 

検査を行う部分の床面積の合計が

１０,０００m２を超え５０,０００

m２以内のもの 

２０４,０００円 

検査を行う部分の床面積の合計が

５０,０００m２を超えるもの 

３９１,０００円 

 

 

改正後 



別表第５（第２条第５項関係） 

種類 額 

法第７条の６第１項第１号若しくは第２号又は第１８条第２

４項第１号若しくは第２号（法第８７条の２又は第８８条第

１項若しくは第２項において準用する場合を含む。）の規定

に基づく仮使用認定申請に対する審査手数料 

１２０,０００円 

 （略） 
 

 

改正前 

別表第５（第２条第５項関係） 

種類 額 

法第７条の６第１項第１号又は第１８条第２２項第１号（法

第８７条の２又は第８８条第１項若しくは第２項において準

用する場合を含む。）の規定に基づく仮使用承認申請に対す

る審査手数料 

１２０,０００円 

 （略） 
 

 

改正後 

 

 

改正前  

別表第７（第３条第２項及び第３項、第４条第２項並びに第５条関係）  

区分 額 

法第２０条第２号イ又は第３

号イの構造計算が同条第２号

イに規定する方法により適正

に行われたものであるかどう

かの判定が必要な場合 

床面積の合計が１,０００m２以

内のもの 

１６９,５６０

円 

床面積の合計が１,０００m２を

超え２,０００m２以内のもの 

２２５,７２０

円 

床面積の合計が２,０００m２を

超え１０,０００m２以内のもの 

２５９,２００

円 



床面積の合計が１０,０００m２

を超え５０,０００m２以内のも

の 

３４４,５２０

円 

床面積の合計が５０,０００m２

を超えるもの 

６３３,９６０

円 

法第２０条第２号イ又は第３

号イの構造計算が同条第２号

イ又は同条第３号イに規定す

るプログラムにより適正に行

われたものであるかどうかの

判定が必要な場合 

床面積の合計が１,０００m２以

内のもの 

１１６,６４０

円 

床面積の合計が１,０００m２を

超え２,０００m２以内のもの 

１４４,７２０

円 

床面積の合計が２,０００m２を

超え１０,０００m２以内のもの 

１５９,８４０

円 

床面積の合計が１０,０００m２

を超え５０,０００m２以内のも

の 

２０１,９６０

円 

床面積の合計が５０,０００m２

を超えるもの 

３４４,５２０

円 

備考 

１ 床面積の合計は、構造計算適合性判定に係る床面積について算定する。  

２ １の建築物で２以上の構造計算を行う場合にあっては、当該構造計算を行

う。 

 

改正後 

別表第７（第４条第１項関係） （略） 

 

改正前 

別表第８（第４条第１項関係） （略） 

 

第４条 四日市市建築基準法等関係手数料条例の一部を次のように改正する。 

 

改正後 



別表第６（第３条第１項関係） 

種類 額 

 （略） 

長期優良住宅

普及促進法第

５条第３項の

規定に基づく

長期優良住宅

建築等計画の

認定申請に対

する審査手数

料（分譲事業

者単独作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該認定申請の前

に、登録住宅性能

評価機関により同

法第６条第１項第

１号、第２号及び 

第５号に掲げる基

準に適合している

と認められていな

い場合 

戸建 ４３,８００円 

住棟の総戸数が５以下

（戸建を除く。）のもの 

２１,６００円 

住棟の総戸数が６以上１

０以下のもの 

１７,４００円 

住棟の総戸数が１１以上

２５以下のもの 

１３,７００円 

住棟の総戸数が２６以上

５０以下のもの 

１２,６００円 

住棟の総戸数が５１以上

１００以下のもの 

１１,０００円 

住棟の総戸数が１０１以

上２００以下のもの 

１０,２００円 

住棟の総戸数が２０１以

上３００以下のもの 

９,７００円 

住棟の総戸数が３０１以

上のもの 

８,９００円 

当該認定申請の前

に、同法第６条第

１項第１号に掲げ

る基準に適合した

住宅の品質確保の

促進等に関する法

律第６条第１項に

規定する設計住宅

性能評価書の交付

を受けたものであ

る場合  

戸建 １０,５００円 

住棟の総戸数が５以下

（戸建を除く。）のもの 

１０,５００円 

住棟の総戸数が６以上１

０以下のもの 

８,５００円 

住棟の総戸数が１１以上

２５以下のもの 

６,３００円 

住棟の総戸数が２６以上

５０以下のもの 

５,７００円 

住棟の総戸数が５１以上

１００以下のもの 

４,５００円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住棟の総戸数が１０１以

上２００以下のもの 

４,１００円 

住棟の総戸数が２０１以

上３００以下のもの 

３,７００円 

住棟の総戸数が３０１以

上のもの 

３,３００円 

当該認定申請の前

に、登録住宅性能

評価機関により同

法第６条第１項第

１号、第２号及び

第５号に掲げる基

準に適合している

と認められている

場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

戸建 ６,７００円 

住棟の総戸数が５以下

（戸建を除く。）のもの 

２,７００円 

住棟の総戸数が６以上１

０以下のもの 

２,４００円 

住棟の総戸数が１１以上

２５以下のもの 

１,３００円 

住棟の総戸数が２６以上

５０以下のもの 

１,２００円 

住棟の総戸数が５１以上

１００以下のもの 

１,１００円 

住棟の総戸数が１０１以

上２００以下のもの 

９００円 

住棟の総戸数が２０１以

上３００以下のもの 

７００円 

住棟の総戸数が３０１以

上のもの 

６００円 

長期優良住宅

普及促進法第

８条第１項の

規定に基づく

長期優良住宅

建築等計画の

変更の認定申

請に対する審

当該認定申請の前

に、登録住宅性能

評価機関により同

法第６条第１項第

１号、第２号及び

第４号に掲げる基

準に適合している

と認められていな

戸建 ２８,６００円 

住棟の総戸数が５以下

（戸建を除く。）のもの 

１３,２００円 

住棟の総戸数が６以上１

０以下のもの 

１０,７００円 

住棟の総戸数が１１以上

２５以下のもの 

８,２００円 

住棟の総戸数が２６以上 ７,４００円 



査手数料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

い場合 ５０以下のもの 

住棟の総戸数が５１以上

１００以下のもの 

６,３００円 

住棟の総戸数が１０１以

上２００以下のもの 

５,８００円 

住棟の総戸数が２０１以

上３００以下のもの 

５,４００円 

住棟の総戸数が３０１以

上のもの 

５,０００円 

当該認定申請の前

に、同法第６条第

１項第１号に掲げ

る基準に適合した

住宅の品質確保の

促進等に関する法

律第６条第１項に

規定する設計住宅

性能評価書の交付

を受けたものであ

る場合  

 

 

 

戸建 １２,０００円 

住棟の総戸数が５以下

（戸建を除く。）のもの 

７,７００円 

住棟の総戸数が６以上１

０以下のもの 

６,３００円 

住棟の総戸数が１１以上

２５以下のもの 

４,５００円 

住棟の総戸数が２６以上

５０以下のもの 

３,９００円 

住棟の総戸数が５１以上

１００以下のもの 

３,０００円 

住棟の総戸数が１０１以

上２００以下のもの 

２,７００円 

住棟の総戸数が２０１以

上３００以下のもの 

２,４００円 

住棟の総戸数が３０１以

上のもの 

２,２００円 

当該認定申請の前

に、登録住宅性能

評価機関により同

法第６条第１項第

１号、第２号及び

戸建 ６,７００円 

住棟の総戸数が５以下

（戸建を除く。）のもの 

２,７００円 

住棟の総戸数が６以上１

０以下のもの 

２,４００円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４号に掲げる基

準に適合している

と認められている

場合  

 

 

 

 

 

 

 

 

住棟の総戸数が１１以上

２５以下のもの 

１,３００円 

住棟の総戸数が２６以上

５０以下のもの 

１,２００円 

住棟の総戸数が５１以上

１００以下のもの 

１,１００円 

住棟の総戸数が１０１以

上２００以下のもの 

９００円 

住棟の総戸数が２０１以

上３００以下のもの 

７００円 

住棟の総戸数が３０１以

上のもの 

６００円 

 

長期優良住宅

普及促進法第

８条第１項の

規定に基づく

長期優良住宅

建築等計画の

変更の認定申

請に対する審

査手数料（分

譲事業者単独

作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該認定申請の前

に、登録住宅性能

評価機関により同

法第６条第１項第

１号、第２号及び

第５号に掲げる基

準に適合している

と認められていな

い場合 

戸建 ２５,３００円 

住棟の総戸数が５以下

（戸建を除く。）のもの 

１２,１００円 

住棟の総戸数が６以上１

０以下のもの 

９，９００円 

住棟の総戸数が１１以上

２５以下のもの 

７，５００円 

住棟の総戸数が２６以上

５０以下のもの 

６，９００円 

住棟の総戸数が５１以上

１００以下のもの 

６，０００円 

住棟の総戸数が１０１以

上２００以下のもの 

５，５００円 

 

住棟の総戸数が２０１以

上３００以下のもの 

５，２００円 

住棟の総戸数が３０１以

上のもの 

４，７００円 

当該認定申請の前

に、同法第６条第

戸建 ８，６００円 

住棟の総戸数が５以下 ６，６００円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１項第１号に掲げ

る基準に適合した

住宅の品質確保の

促進等に関する法

律第６条第１項に

規定する設計住宅

性能評価書の交付

を受けたものであ

る場合 

 

 

 

（戸建を除く。）のもの 

住棟の総戸数が６以上１

０以下のもの 

５，４００円 

住棟の総戸数が１１以上

２５以下のもの 

３，８００円 

住棟の総戸数が２６以上

５０以下のもの 

３，４００円 

住棟の総戸数が５１以上

１００以下のもの 

２，８００円 

住棟の総戸数が１０１以

上２００以下のもの 

２，５００円 

住棟の総戸数が２０１以

上３００以下のもの 

２，２００円 

住棟の総戸数が３０１以

上のもの 

１，９００円 

当該認定申請の前

に、登録住宅性能

評価機関により同

法第６条第１項第

１号、第２号及び

第５号に掲げる基

準に適合している

と認められている

場合 

 

戸建 ６，７００円 

住棟の総戸数が５以下

（戸建を除く。）のもの 

２，７００円 

 

住棟の総戸数が６以上１

０以下のもの 

２，４００円 

住棟の総戸数が１１以上

２５以下のもの 

１，３００円 

 

住棟の総戸数が２６以上

５０以下のもの 

１，２００円 

住棟の総戸数が５１以上

１００以下のもの 

１，１００円 

 

住棟の総戸数が１０１以

上２００以下のもの 

９００円 

住棟の総戸数が２０１以

上３００以下のもの 

７００円 



 住棟の総戸数が３０１以

上のもの 

６００円 

長期優良住宅

普及促進法第

９条第１項の

規定に基づく

長期優良住宅

建築等計画の

変更の認定申

請に対する審

査手数料（譲

受人決定時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該認定申請の前

に、登録住宅性能 

評価機関により同

法第８条第２項の

規定により準用す

る同法第６条第１

項第４号に掲げる

基準に適合してい

ると認められてい

ない場合  

 

 

 

 

 

戸建 １３,５００円 

住棟の総戸数が５以下

（戸建を除く。）のもの 

４,９００円 

 

住棟の総戸数が６以上１

０以下のもの 

４,０００円 

住棟の総戸数が１１以上

２５以下のもの 

２,７００円 

 

住棟の総戸数が２６以上

５０以下のもの 

２,１００円 

住棟の総戸数が５１以上

１００以下のもの 

１,６００円 

 

住棟の総戸数が１０１以

上２００以下のもの 

１,４００円 

 

住棟の総戸数が２０１以

上３００以下のもの 

１,２００円 

住棟の総戸数が３０１以

上のもの 

１,０００円 

 

当該認定申請の前

に、登録住宅性能 

評価機関により同

法第８条第２項の

規定により準用す

る同法第６条第１

項第４号に掲げる

基準に適合してい

ると認められてい

る場合  

 

 

戸建 ６,７００円 

住棟の総戸数が５以下

（戸建を除く。）のもの 

２,７００円 

住棟の総戸数が６以上１

０以下のもの 

２,４００円 

住棟の総戸数が１１以上

２５以下のもの 

１,３００円 

住棟の総戸数が２６以上

５０以下のもの 

１,２００円 

住棟の総戸数が５１以上

１００以下のもの 

１,１００円 

住棟の総戸数が１０１以 ９００円 



 

 

 

 

 

 

 

 

上２００以下のもの 

住棟の総戸数が２０１以

上３００以下のもの 

７００円 

住棟の総戸数が３０１以

上のもの 

６００円 

長期優良住宅

普及促進法第

１０条の規定

に基づく計画

の認定を受け

た者が有して

いた計画の認

定に基づく地

位を承継する

場合における

地位の承継の

承認申請に対

する審査手数

料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戸建 ６,７００円 

住棟の総戸数が５以下

（戸建を除く。）のもの 

２,７００円 

住棟の総戸数が６以上１

０以下のもの 

２,４００円 

 

住棟の総戸数が１１以上

２５以下のもの 

１,３００円 

 

住棟の総戸数が２６以上

５０以下のもの 

１,２００円 

 

住棟の総戸数が５１以上

１００以下のもの 

１,１００円 

住棟の総戸数が１０１以

上２００以下のもの 

９００円 

住棟の総戸数が２０１以

上３００以下のもの 

７００円 

 

住棟の総戸数が３０１以

上のもの 

６００円 

備考 （略） 

 

改正前 

別表第６（第３条第１項関係） 

種類 額 

 （略） 

長期優良住宅

普及促進法第

５条第３項の

当該認定申請の前

に、登録住宅性能 

評価機関により同

戸建 ４３,８００円 

住棟の総戸数が５以下

（戸建を除く。）のもの 

２１,６００円 



規定に基づく

長期優良住宅

建築等計画の

認定申請に対

する審査手数

料（分譲事業

者単独作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法第６条第１項第

１号、第２号及び 

第５号に掲げる基

準に適合している

と認められていな

い場合 

住棟の総戸数が６以上１

０以下のもの 

１７,４００円 

住棟の総戸数が１１以上

２５以下のもの 

１３,７００円 

住棟の総戸数が２６以上

５０以下のもの 

１２,６００円 

住棟の総戸数が５１以上

１００以下のもの 

１１,０００円 

住棟の総戸数が１０１以

上２００以下のもの 

１０,２００円 

住棟の総戸数が２０１以

上３００以下のもの 

９,７００円 

住棟の総戸数が３０１以

上のもの 

８,９００円 

当該認定申請の前

に、同法第６条第 

１項第１号に掲げ

る基準に適合した

住宅の品質確保の

促進等に関する法

律第６条第１項に

規定する設計住宅

性能評価書の交付

を受けたものであ

る場合  

戸建 １０,５００円 

住棟の総戸数が５以下

（戸建を除く。）のもの 

 

１０,５００円 

住棟の総戸数が６以上１

０以下のもの 

８,５００円 

住棟の総戸数が１１以上

２５以下のもの 

６,３００円 

住棟の総戸数が２６以上

５０以下のもの 

５,７００円 

住棟の総戸数が５１以上

１００以下のもの 

４,５００円 

住棟の総戸数が１０１以

上２００以下のもの 

４,１００円 

住棟の総戸数が２０１以

上３００以下のもの 

３,７００円 

住棟の総戸数が３０１以

上のもの 

３,３００円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該認定申請の前

に、登録住宅性能 

評価機関により同

法第６条第１項第

１号、第２号及び 

第５号に掲げる基

準に適合している

と認められている

場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

戸建 ６,７００円 

住棟の総戸数が５以下

（戸建を除く。）のもの 

２,７００円 

住棟の総戸数が６以上１

０以下のもの 

２,４００円 

住棟の総戸数が１１以上

２５以下のもの 

１,３００円 

住棟の総戸数が２６以上

５０以下のもの 

１,２００円 

住棟の総戸数が５１以上

１００以下のもの 

１,１００円 

住棟の総戸数が１０１以

上２００以下のもの 

９００円 

住棟の総戸数が２０１以

上３００以下のもの 

７００円 

住棟の総戸数が３０１以

上のもの 

６００円 

長期優良住宅

普及促進法第

９条第１項の

規定に基づく

長期優良住宅

建築等計画の

変更の認定申

請に対する審

査手数料（譲

受人決定時） 

 

 

 

 

当該認定申請の前

に、登録住宅性能 

評価機関により同

法第８条第２項の

規定により準用す

る同法第６条第１

項第４号に掲げる

基準に適合してい

ると認められてい

ない場合  

 

 

 

 

戸建 １３,５００円 

住棟の総戸数が５以下

（戸建を除く。）のもの 

４,９００円 

 

住棟の総戸数が６以上１

０以下のもの 

４,０００円 

住棟の総戸数が１１以上

２５以下のもの 

２,７００円 

 

住棟の総戸数が２６以上

５０以下のもの 

２,１００円 

住棟の総戸数が５１以上

１００以下のもの 

１,６００円 

 

住棟の総戸数が１０１以

上２００以下のもの 

１,４００円 

 

住棟の総戸数が２０１以 １,２００円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上３００以下のもの 

住棟の総戸数が３０１以

上のもの 

１,０００円 

 

当該認定申請の前

に、登録住宅性能 

評価機関により同

法第８条第２項の

規定により準用す

る同法第６条第１

項第４号に掲げる

基準に適合してい

ると認められてい

る場合  

 

 

 

 

 

戸建 ６,７００円 

住棟の総戸数が５以下

（戸建を除く。）のもの 

２,７００円 

住棟の総戸数が６以上１

０以下のもの 

２,４００円 

住棟の総戸数が１１以上

２５以下のもの 

１,３００円 

住棟の総戸数が２６以上

５０以下のもの 

１,２００円 

住棟の総戸数が５１以上

１００以下のもの 

１,１００円 

住棟の総戸数が１０１以

上２００以下のもの 

９００円 

住棟の総戸数が２０１以

上３００以下のもの 

７００円 

住棟の総戸数が３０１以

上のもの 

６００円 

備考 （略） 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の改正は平成２７年４月１日

から、第３条の改正は平成２７年６月１日から、第４条の改正は平成２７年７月１日

から施行する。 

（都市整備部建築指導課） 


